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（１） 消費生活相談窓口の設置

県及び全ての市町村に「消費生活相談窓口」を設置し、電話や対面等での消費者トラブル

に関する相談対応や、 消費者被害防止のための情報提供・啓発活動などを実施

R8.3月現在

【県】

新潟県消費生活センター （新潟ユニゾンプラザ内）

・相談時間：月～金 9：00～16：３0 

土 （電話のみ） 10：０0～16：00

・消費生活相談員：７人



【市町村】

 関川
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…消費生活センター設置
…消費生活センター未設置で専門相談員が相談業務
…行政職員が相談業務

R8.3月現在

市町村名 窓口 PIO-NET接続

新潟市 センター あり

長岡市 センター あり

三条市 行政職員 あり

柏崎市 センター あり

新発田市 センター あり

小千谷市 専門相談員 あり

加茂市 専門相談員 あり

十日町市 センター あり

見附市 専門相談員 あり

村上市 センター あり

燕市 行政職員 あり

糸魚川市 専門相談員 あり

妙高市 専門相談員 あり

五泉市 センター あり

上越市 センター あり

阿賀野市 専門相談員 あり

佐渡市 センター あり

魚沼市 センター あり

南魚沼市 センター あり

胎内市 専門相談員 あり

聖籠町 センター あり

弥彦村 行政職員

田上町 行政職員

阿賀町 行政職員

出雲崎町 行政職員

湯沢町 行政職員188は南魚沼市に接続

津南町 行政職員

刈羽村 行政職員 あり

関川村 行政職員188は村上市に接続

粟島浦村 行政職員188は村上市に接続

センター：12 PIO－NETあり：22
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１ 消費生活相談体制の充実強化

〇県内の各消費生活センター・消費生活相談窓口の相談受付状況
　　(件）

センター・窓口名 令和６年度 令和５年度 令和４年度

新潟県消費生活センター 3,065 3,463 3,470

新潟市消費生活センター 4,034 4,095 3,851

長岡市消費生活センター 1,495 1,460 1,601

上越市消費生活センター 1,014 968 980

村上市消費生活センター 305 207 300

佐渡市消費生活センター 435 465 510

柏崎市消費生活センター 617 567 589

南魚沼市消費生活センター 275 284 300

聖籠町消費生活センター 106 105 111

三条市市民窓口課(消費生活相談窓口) 138 293 345

新発田市消費生活センター 437 463 376

加茂市消費生活相談窓口 69 56 53

見附市消費生活相談窓口 201 190 261

十日町市消費生活センター 236 208 225

糸魚川市消費生活相談窓口 146 153 138

五泉市消費生活センター 136 155 134

小千谷市消費生活相談窓口 70 63 73

燕市消費生活相談窓口 120 190 146

魚沼市消費生活センター 145 126 145

妙高市消費生活相談窓口 99 83 91

阿賀野市消費生活相談窓口 119 146 68

胎内市消費生活相談窓口 99 110 79

刈羽村役場　産業政策課（R2.8.1～） 2 11 8

合　　　　計 13,363 13,861 13,854

       ※令和７年５月末現在登録済集計値
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（２） 県消費生活センター相談員の資質向上

・ 県消費生活相談員への弁護士による専門的助言（年８回）の実施

・ 国などが実施する専門研修の受講→多様化・複雑化する消費生活相談に対応

（３） 市町村消費生活相談窓口への支援

ア 研修会

研修名 内容 参加

相談員ゼミナール ・弁護士を招き相談事例を検討
・年３回開催（上・中・下越各１回）

27人

相談員等研修会
「訪問販売に係る相談の現状と消費者問題の変化」（9月）
「クーリング・オフと原状回復義務」

26人

「暗号資産取引のサポート契約に係る返金交渉」 （3月） 24人
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イ 市町村ホットライン（市町村専用電話）での助言

県消費生活センターに専用電話「市町村ホットライン」を設置し、

市町村の相談対応職員からの質問等に対し助言

 【延べ２２２件（R７.12月末現在）】

ウ 市町村訪問・受入

・ 県消費生活センター相談員が市町村に出向き、日頃の疑問点や課題について、

助言・情報交換等を実施【R７：3回実施】

・ 市町村の新規相談員を県消費生活センターに受け入れ、実地研修等を実施

【R７:燕市から１名受入れ】

＼こんな相談があったので
すが…／

／その場合はこんな助言をするとい
いですよ！＼



１ 消費生活相談体制の充実強化

7

エ 全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET（パイオネット））の活用

・ 国民生活センターと全国の消費生活センターを結ぶネットワーク

・ 消費生活センターに寄せられる相談情報を収集

→①相談処理に活用 ②消費者政策の立案、法執行に活用 ③住民への注意喚起

令和８年９月に消費者庁が
新システムに切替予定

【今後の方向性】

・FAQ・WEBサイト充実・オンライ
ン相談
・音声入力機能、テレワーク対応
・AIなどによる相談データの分析
強化

消費生活相談のサービス向上へ
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（４） 消費生活に関する相談会の開催

ア 多重債務無料相談会（R７.11～12月）※国の多重債務者相談強化キャンペーンに合わせ実施

・ 国、県、市町村及び関係団体（弁護士会、司法書士会等）が連携し、無料相談会を開催

・ 県の福祉保健部と連携し、臨床心理士による「こころの健康相談」も併せて実施

  こころの健康相談において、相談者が継続した相談を希望されたため、市の福祉相談

 窓口へ繋ぐことができた事例もあり

 【R７：８会場で実施（相談談件数1４件（うち借金関係１４件）】

イ 消費生活移動相談室

市町村及び弁護士会と連携し、消費生活トラブルに関する無料相談会を希望する市町村

で実施

時期 実施場所（市町村の希望による） 相談件数

R７.９月～10月 加茂市、聖籠町、胎内市 5件

R８.3月 聖籠町 １件
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【参考】県消費生活センター及び市町村相談窓口への消費者ホットライン１８８からの入電件数
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188入電 相談件数 割合
出典 「消費者庁消費者ホットライン入電件数」まとめ

 「誰でもアクセスしやすい相談窓口」として開設。

全国共通局番なしの３桁番号に電話し、音声ガイダンスに従って居住

地の郵便番号を入力すると、最寄りの消費生活相談窓口（※）につな

がる。された。

※市町村、県または国民生活センター

１ 消費生活相談体制の充実強化

※R6入電件数について
第１四半期2,986件
第２四半期2,978件
第３四半期2,879件
第４四半期3,159件

計12,002件

ウ 消費者ホットライン１８８（いやや！）
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エ 消費者行政強化交付金等の活用

国交付金を活用し、市町村に対し「新潟県消費者行政推進事業等補助金」を交付

 → 消費者行政強化の取組（相談員配置、消費者教育・啓発等）を支援

補助金交付実績：2６市町村 ４１,１４６千円（R７年度交付決定額）

うち推進事業（補助率10/10）：  2２,３１８千円

 うち強化事業（補助率1/2～1/3）： １８,８２８千円

【市町村での交付金を活用した取組例】

〇 市の消費者協会と連携し、小中学校で出前講座を行ったことで若者の被害
未然防止につながった

〇 通話録音装置の無償貸与や装置の有効性のPRを行い、R7年度の電
話勧誘に関する相談件数が前年度より５６％減少した

〇 広域連携する自治体エリアで悪質商法に関する講演会の開催、啓発グッズを
作成・配布し、消費者被害の未然防止・拡大防止につながった

最近、市内で点検商法が
はやってるらしいよ

お母さん、怪しい事業者に
気を付けてね
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（１） 取引・表示の適正化

消費者と事業者の適正な取引を確保し、消費者の自主的・合理的な選択が妨げられない

 ようにするため、取引や表示の適正化を図るため事業者指導等を実施

→ 広く注意喚起が必要と判断された場合は、

速やかに関係機関、市町村へ情報提供し、注意喚起を実施

○ 特定商取引法（特定商取引に関する法律）

訪問販売など、契約トラブルが生じやすい特定の取引類型に係る事業者への指導

【３１件 （R８.1月末現在）】

〇 景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）

消費者の判断を誤らせるような不当な広告や過大な景品の提供について事業者を指導

 【指導数…３件（R８.2月末現在）。その他、注意喚起を行った事案や相談案件は多数】

※不当な表示の例

【販売価格の比較】

「地域最安値」と表示していたが、実は
近隣の店よりも割高な価格だった。

【食肉ブランド表示の偽装】

あたかも国産有名ブランド牛であるかのよう
に表示していたが、実際には外国産牛だった。

地域最安値！
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（２） 消費者団体訴訟制度の推進

    県のホームページにおいて、適格消費者団体や訴訟制度について周知を実施

【消費者団体訴訟制度とは】
内閣総理大臣が認定した「適格消費者団体」が、事業者の不当な行為（不当な勧誘・契約
条項・表示等）をやめるよう、差止請求を行うことができる制度

※「特定非営利活動法人消費生活ネットワーク新潟」が令和３年10月に「適格消費者団体」に認定

（県内初）され、消費者被害の情報収集及び情報提供を行うとともに、事業者への不当行為の

申入を実施
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（１） 県民全般への広報・啓発

  ア 啓発講座の実施（県消費生活センターで実施、実施回数・受講者数はR８.2月末現在）  

     ○ 消費生活啓発講座

          地域やグループなどで自主的に取り組む講座や学習会へ県消費生活センターから  

講師（相談員、関係団体等）を派遣 【R7年度：５回 １４７人参加】

     ○ 簡易テスト講座 （会場：新潟ユニゾンプラザ） 

          食品の性質を理解し、食品の扱い方や保存方法などの知識により、 商品の適切な

選択や利用ができるよう講座を開催 【R7年度：１回 8人参加】

○ 消費者力アップ講座（会場：新潟ユニゾンプラザ） 

          消費者として必要な知識や判断力等を身につけるための講座を開催

 第1回「投資詐欺にだまされないための基礎知識」

第2回「オンラインゲームの仕組みと課金トラブルについて」

【R7年度：2回 80人参加 】  

※消費生活啓発講座
（センター所長が講師となり、
相談員や事務員を対象に行
う。）
センターレポート４(2)参照
R7実績は勝沼さんに照会
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イ 広報紙等による情報提供・注意喚起

 ○ くらしの安全かわら版「きーつけなせや」

・ 毎月発行（県ＨＰ掲載、市町村等に配布）
    ・ 悪質商法や製品事故などの消費者トラブル

に関するタイムリーな注意喚起情報等を掲載

   

○ 消費生活情報にいがた「くらしほっと」

・ 年２回発行、計５３,000部
・ 市町村、公民館、地域包括支援センター、
老人クラブ、高等学校、専門学校、大学、
商工会、商店街等へ配付



３ 消費者教育の推進

15

ウ 各種媒体を活用した周知啓発

 〇 県からのお知らせ
テレビ：９回 ラジオ：８回 新聞（新潟日報）：７回

 ○ 新潟駅設置のデジタルサイネージ（電子看板）

  計14面で15秒約20,400回放映

場所：新潟駅 高架下・万代広場側バスターミナル
期間：令和７年９月１日～３０日、令和８年３月２日～３１日

 〇 バス窓上ポスター

県内路線バス２６２路線に計670枚掲出

期間：令和７年12月22日～31日

 〇 電車内中吊り広告
県内鉄道に計219枚掲出
期間：令和８年２月27日～３月26日

 ○ ラジオ放送

「ラジオスポット」民放２局
期間：令和７年１０月１日～１２月3１日（51回）

   ○ 新潟県庁舎での広報

「懸垂幕」「横断幕」を消費者月間である５月に庁舎外部に掲示
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テーマ等 参加者

1

「排熱を利用したバナナ栽培と食ロス削減やバナナ和紙づくりに取組む循環型地域貢献」の取組み
／シモダ産業㈱シモダファーム ４０人

１０月１８日（土） 柏崎市

2

「おいしさ」に加え、体と心と地球に「やさしい」ブランド“Hana-well”の取組み／アクシアル リテ
イリング㈱本社及び原信 燕店 14人

11月８日（土） 長岡市、燕市

（２） 関係団体との連携による啓発活動の推進 

ア  食から持続可能な社会の形成を考える学習会（新潟県消費生活協同組合連合会への委託）

   「持続可能な消費」の一つとして注目されている「エシカル消費（倫理的消費）」について理解
を深めるため、関係団体と連携し、県民向けの学習会を開催
「エシカル消費（倫理的消費）」とは…人や社会、地域、環境に配慮した商品やサービスを選択する消費行動

【参加者の感想】

・ バナナ栽培とゴミ処理が循環出来ることに

 驚いた。自分と家族ができることを実践した

いと思った

・ これからも人間中心ではなく、地球中心に商

品開発してもらえたらうれしい
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イ  消費者志向経営普及啓発セミナー（特定非営利活動法人 消費生活ネットワーク新潟への委託）

  事業者が消費者と共創、協同して社会価値向上を目指す「消費者志向経営」を推進するため、 
 事業者に消費者志向経営の意義や考え方等を普及・啓発するセミナーを開催

日時 内容 参加者

10月９日
(新潟市）

オンライン併用

◎基調講演：「明日の地球を救うため、消費者にできること」
（消費者庁消費者教育推進課 黒田課長）

〇事業者報告：「お客様と取り組む環境活動」（㈱ウオロク）   
○事業者報告：「人と環境に寄り添うリユース事業の歩み」

（㈱ハードオフコーポレーション） 

41人

12月16日
（新潟市）

オンライン併用

◎基調講演：「サステナブル・ラベルを活かす！伝える・選ぶヒント」
（(一社)日本サステナブル・ラベル協会 山口代表理事）

◎基調講演：「サステナブルな選択をするために必要なこと」
（消費生活ネットワーク新潟 江花副理事長）

○事業者報告：「一滴の油からやさしさを広げる」（太陽油脂㈱）

44人

令和７年度テーマ：
事業者と消費者でつくるグリーンな消費 ～ほんとのエコを語ろう～

【参加者の感想】

・ 事業者の取組を聞いて企業努力を感じた。個人個人を意
識してエシカル消費を取り組んでいきたいと思った

・ 講演を踏まえより具体的な意見交換ができ有意義だった

など
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（3） 高齢者への注意喚起

高齢者を狙った悪質商法等による消費者被害を防ぐため、高齢者やその家族をはじめ、

高齢者に関わる周囲の人たちに対し、消費者被害に関する情報提供や注意喚起等を実施

 ○ 高齢者向け啓発資料等の作成・配付

高齢者向け啓発リーフレット・グッズを作成し、啓発活動

に活用

 ○「消費生活サポーター」による活動【特定非営利活動法人 新潟県消費者協会に委託】

■出前講座

自治会や地域団体などに赴き、寸劇等を交えた講座を実施

【85回 受講者数1,491人（R８.2月末現在）】

■年金支給日における被害防止啓発活動

10月の年金支給日前後に啓発パンフレット等の配布や設置

を実施 【R７：県内87箇所】

出前講座の様子

３ 消費者教育の推進
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（4） 高齢者の消費者被害防止に携わる人材の育成【特定非営利活動法人 新潟県消費者協会に委託】

地域における身近な消費生活問題に関する啓発活動や注意喚起、高齢者の消費者被害

防止のための見守り等を行う人材として、「消費生活サポーター」を養成

○ 消費生活サポーター登録者数：2７７人 （R８.２月末） 前年度から2３人増加

消費生活サポーター養成講座修了者又は消費生活アドバイザー等の有資格者で、

サポーター活動をする者として登録した者

＜消費生活サポーターの活動内容＞
・消費生活トラブルの注意喚起・助言     ・悪質商法等に関する出前講座の講師
・消費者被害防止のための見守り活動 ・市町村広報啓発事業への参画 等

３ 消費者教育の推進



20

＜参考：講座の実施状況＞

○ 消費生活サポーター養成講座

 R７.8～10月（対面３会場（南魚沼市、新潟市、上越市）・

オンデマンド） 受講者数5９人→サポーター登録者数３５人

○ 消費生活サポーターフォローアップ講座（全体）

R７.1２月 受講者78人（うちサポーター70人、相談員等８人、会場：新潟市）

※（公財）消費者教育支援センターとの共催（相談員や行政職員も受講対象とした）

講義「くらしの中の安全－身近な“危ない”から身を守るためには－」 （産業技術総合研究所)

「電気通信サービスに関するトラブル事例や対処方法」（国民生活センター）

 ○ 消費生活サポーターフォローアップ講座（地域別）

  R７.11～12月 受講者数8９人、会場：新潟市、上越市、南魚沼市、佐渡市）

講義「個人情報」について知っておきたい基礎知識」 （個人情報保護委員会）

  「見守り力を磨こう！－地域福祉の現場から学ぶ－」（社会福祉協議会、地域包括支援センター等）

 サポーター交流会

３ 消費者教育の推進



４ 高齢者等への悪質商法等に関する
注意喚起・見守り体制の構築
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（１） 高齢者等の消費者被害防止のための見守り体制の構築促進

高齢者や障がい者、認知症等により判断力が不十分となった者の消費者被害を防ぐため、

地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う「高齢者等消費者被害防止見守

りネットワーク（消費者安全確保地域協議会）」の構築を促進



４ 高齢者等への悪質商法等に関する
注意喚起・見守り体制の構築
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(2) 市町村への働きかけ・支援等

県内全域でネットワークが構築されるよう、市町村に対する情報提供や研修会の開催、個別

訪問による助言・提言、関係機関と連携した取組など、様々な働きかけや支援等を実施

＜市町村の現状把握・情報共有＞

〇 消費者庁実施の全市町村対象の状況調査結果（R7.11月）の把握

〇 広報紙「気づいて！つないで！見守ろう！」の発行（年４回）

＜ 市町村への働きかけ・取組支援、関係機関との連携 ＞ 

〇 研修会等開催支援
 市町村の見守りネット ワーク構成員の研修会等に弁護士等の講師を派遣
…小千谷市、聖籠町、刈羽村 ※刈羽村は県職員派遣

〇 県高齢福祉保健課主催の会議への参加
・ 「地域支援事業・認知症施策・介護予防等担当者会議」(市町村福祉担当者向け・令和７年４月24日)
・ 見守り活動に関する協定等担当者情報交換会 （見守り協定事業者向け・ 令和８年３月17日） 

〇 新潟県消費者安全確保地域協議会の開催（令和8年2月5日）

○ 警察との連携に係る通知文の発出（新規）…消費者庁の対応を受け、 市町村へ連携強化

等を依頼 （令和7年12月）

広報紙「気づいて！つないで！見守ろう！」



４ 高齢者等への悪質商法等に関する
注意喚起・見守り体制の構築
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(3) 協議会の設置状況

○ １6市町村・人口カバー率64.６％
＊R８.2月末現在。人口カバー率はR６.10.1推計人口から算出。

粟島浦

関川

阿賀野

糸魚川 津南

湯沢

長

岡

刈羽 長岡

阿賀
加茂

三条

出雲崎

燕

田上

佐渡

弥彦

魚沼市

柏崎

十日町

南魚沼市

村上

新潟

妙高

胎内

五泉

新発田

見附

上越

聖籠

小千谷

【設置年度】

H28年度 佐渡市、魚沼市

H29年度 弥彦村、村上市、柏崎市、新潟県

H3０年度 新潟市

H31年度 妙高市、五泉市

R2年度 南魚沼市、胎内市、刈羽村、新発田市

R3年度 見附市

R4年度 聖籠町、小千谷市

R６年度 十日町市
(4) 市町村協議会設置の成果

（消費者庁実施「消費者安全確保地域協議会に係るアンケート調査」（R7.11月）結果より

○ ５市町村において、直近1年間で協議会の関わりにより消費者被害の未然・拡大防止が

 できた事例ありと回答

・ 「1回きりの購入だと思っていたら、定期購入になっていたという内容を最初警察へ相談したが、警察

から消費生活相談窓口を紹介してもらい相談引継ぎをした」

  ・ 「高齢者宅にあった訪問販売、電話勧誘販売について、地域包括支援センターからの相談によりクー

リング・オフできた」         など                                                                                             



ア  高校生のための消費生活講座
新潟県金融広報委員会及び金融経済教育推進機構（通称：J-FLEC)との共催事業
弁護士、FP、消費生活アドバイザー等の講師を派遣

（R８.2月末現在）

５ 若者への消費生活トラブル防止に向けた啓発活動
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（１） 啓発講座の実施
成年年齢引き下げにより、若年層の消費者被害の増加が   

懸念されているため、消費生活や契約等に関する基本的知識
を学ぶ機会の提供等、学校現場・関係機関等と連携した啓発活
動を実施

R3 R4 R5 R6 R７

学校数 43校 45校 44校 42校 ３８校

生徒数 5,359人 6,066人 5,213人 5,641人 ４,６５６人

これ以外に、令和７年度
は６校特別支援学校での
活用があった。（令和6年
度から講座活用依頼の送
付開始）

イ  関係団体※による高校生向け啓発講座【２４校（見込）】

※関係団体（県弁護士会、県司法書士会、県労働金庫、県警新潟少年サポートセンター）

が行う啓発講座案内等を配付・周知（R8年3月）

⇒ 高校生向け消費生活講座の実施率 5０.５%（56校/111校） ※ア、イの合計）

（R８.2月末現在）



５ 若者への消費生活トラブル防止に向けた啓発活動

25

ウ 大学・専門学校等での出前講座

県消費生活センター相談員を講師として派遣

エ  県警との連携による講座

   ＳＮＳを介したトラブルが増加傾向にあり、消費者被害防止の観点からの情報モラル

   教育も求められているため、令和４年度から新潟県警と連携した講座を試行的に実施

<参考：若年者の消費者教育推進のための意見交換会＞（R7年１２月1８日開催）

若者向けの出前講座を実施している団体（県金融広報委員会（日本銀行新潟支店内）、県弁護士会、県
司法書士会、県労働金庫、県警新潟少年サポートセンター、新潟県（大学・私学振興課、義務教育課、高等学

校教育課、県消費生活センター））による意見交換会を開催

R4 R5 R6 R7

学校数 ５校 ５校 ６校 ３校

R4 R5 R6 R7

実施回数 １３回 １３回 ９回 ３回

参加人数 １，１４７人 １，７６１人 ９２２人 607人



５ 若者への消費生活トラブル防止に向けた啓発活動
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（２） 広報紙等の作成
    ○ 高校生向け消費者教育副読本「Caution!」（12頁冊子）

教員による家庭科等の授業や「高校生のための消費生活講座」（前掲）等で活用

 ○ 県内の全高校２年生・保護者への啓発チラシ等配付
○ 若者向け啓発リーフレット・物品を高等学校・大学・専門学校等へ配付

「HOPE」掲載紙面
（R7なし）

高校2年生・保護者
向け啓発チラシ

啓発物品
高校生向け消費者
教育副読本
「Caution！」
（R7改訂）

（３）教育委員会との連携
   ○ 教育委員会広報誌「かけはし」（生徒・保護者・教員向けWEB広報誌）への掲載

（年3回）

   ○ 教員研修会等を活用した周知

「成年年齢引下げに係る研修会」（令和７年９月24日～１１月28日（オンデマンド配信） ）



５ 若者への消費生活トラブル防止に向けた啓発活動
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（4） デジタル媒体を活用した広報啓発

 ○ 啓発動画のウェブ広告での配信

      ・YouTube広告（ノンスキップ広告） 5種類      
       期間：令和８年２月27日～３月26日（予定）
      ・Instagramリール広告（新規）

県民生活課消費担当のアカウントを開設（令和8年3月）
期間：令和８年３月15日～31日（予定）

   
○ 新潟駅設置のデジタルサイネージ（電子看板） ※P15の再掲

      計14面で15秒約20,400回放映
      場所：新潟駅 高架下・万代広場側バスターミナル
      期間：令和７年９月１日～３０日

 令和８年３月２日～３１日

〇 映画上映前広告（シネアド）（新規）
15秒動画の放映（県内全７館で２週間）
期間：令和７年12月19日～令和８年１月1日

令和８年３月6日～19日

新潟駅バスターミナル

掲出動画の一部



６ その他
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（１） 製品安全３法に関する業務

県では、毎年、販売事業者に立入り、３法の啓発と PSCマーク等表示のチェックを実施

令和７年度は販売事業者１店舗において立入検査を実施、違反１件について口頭指導

③家庭用品品質表示法：指定製品の品質表示の確認

②電気用品安全法：PSEマーク表示の確認①消費生活用製品安全法：

 PSCマーク表示の確認

※子供PSCマークは令和7年12月25日施行。

施行前に検査を実施したため、PSCマークのみ確認。
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（２） 生協（消費生活協同組合）に関する業務

 生協法に基づき、設立・定款変更等の認可や、法令・定款等の遵守状況の定期

検査を実施 （対象：２１生協）

【参考】消費生活協同組合の概要

・   組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的として、任意に加入し、又は脱退すること

ができる組織（生協法により法人格をもつ組合）

・    事業の種類：供給事業（購買・宅配）、共済事業、医療事業、福祉事業等

６ その他
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【 令和８年度の取組等 】
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令和７年度に引き続き、県総合計画に掲げる５つの方針に基づき、
各種取組を行う

＜５つの方針＞

１ 消費生活相談体制の充実

２ 悪質な事業者への対応の強化

３ 消費者教育の推進

４ 高齢者等への悪質商法等に関する注意喚起・見守り体制の構築

５ 若者への消費生活トラブル防止に向けた啓発活動

令和８年度の取組等
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推進事業
（補助率：10/10）

強化事業
（補助率：1/2）

〇地方消費者行政強化交付金（消費者庁）の見直しについて

令和７年度末で多くの自治体において国交付金による「推進事業」の活用期限
が到来するため、地方消費者行政のサービス水準を維持するための継続的な財政
支援等を国へ積極的に要望

国では、これまでの成果が後退しないため交付金の見直しを図り、地方におけ
る相談機能等の維持に向けた取組の支援を一定程度継続することとした
※「推進事業」と「強化事業」はそれぞれ新規メニュー（型）も加えて再構築

地方行政機能維持事業
「①相談機能維持・未然防止強化型」（～R11年度）
 「②広域連携推進型」
 「③地方消費者行政推進型」（～R９年度）
の３つの型（補助率：10/10）

地方行政機能強化事業
「④相談・見守り連携強化型」
 「⑤広域連携強化型」
 「⑥⑦担い手確保、人材育成・強化型」
 「⑧重点課題対応型」
の４つの型（補助率：1/2又は2/3）

～R7年度 R8年度～

令和８年度の取組等 （新規または強化する取組等）
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県内全体で今後見込まれる相談員不足への対応として、国の交付金も
活用し、次の取組を行う
    ・個人や各種団体等へのＰＲ（相談員業務、資格試験・試験講座等について）
・相談員候補者を対象とした実践的講座の開催

  ・新潟県版消費生活相談員人材バンクの創設  

〇消費生活相談員の担い手確保

〇全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET（パイオネット））の

次期システム導入への対応
令和８年9月の本稼働に向け必要な接続・セキュリティ対策等を

行うほか相談員等による研修を受講する。

令和８年度の取組等 （新規又は強化する取組等）

〇「高齢者等消費者被害防止見守りネットワークの構築促進
・引き続き、未設置市町村への働きかけや設置市町村への内容充実化
に向けた支援を行う

・民間事業者の協議会等への参画の後押し等を行う

〇若者への消費生活トラブル防止に向けた啓発活動
SNS発信等デジタルの取組の強化
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